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来場者を効率的に優良顧客へと育てる 
DNPのクラウドソリューション 

 

展示会やセミナーなどのイベントで大切なの

は、事後のフォロー。単に連絡をするだけでな

く、来場動機や当日の反応などを踏まえた適切

なフォローを行うことで、優良顧客となってく

れる確率が高まる。しかし、来場者数が多くな

ると、画一的なお礼状やお礼メールを送信した

り、商談に対応した社員のみにフォローを委ね

ざるを得ないため、せっかくのチャンスを失い

かねない。 

そんなイベント開催時の課題を解決するソリ

ューションが、大日本印刷株式会社が今年春に

発売する「DNPイベントマーケティング支援シス

テム」。タブレット端末用アプリとクラウドサ

ービスで構成され、イベントへの招待から受付、

イベント来場者の行動履歴や反応までクラウド

で一元管理できる。商談メモやアンケートとい

った便利な機能がオプションで付けられるのも

魅力。 

具体的には次のような流れが考えられるだろ

う。来場者が受付をしたら営業担当者にメール

で知らせて、迅速なアテンドや商談を促す。商

談内容や来場者の反応をメモに残すことで、来

場者個人に紐付いた顧客データを充実させ、後

日の提案や資料送付へとスムーズにつなげてい

く。  

イベントは、見込み客を獲得する絶好の機会。

その見込み客を優良顧客へと育てていくリード

ナーチャリングを確かなものとするためにも、

「DNPイベントマーケティング支援システム」の

仕組みは参考になる部分が多い。 

 

最高裁、節税目的の養子縁組も有効         
養子縁組をする意思があればＯＫ 

 

相続税の節税を目的とした養子縁組が有効か

どうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小

法廷（木内道祥裁判長）は１月 31 日、「節税の

ための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえ

ない」との初判断を示し、注目されている。 

この事案は、2013年に死亡した 82歳の男性が、

亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組

をしたことが発端となったもの。その結果、長男

と娘２人だった男性の法定相続人は、孫との養子

縁組が有効であれば４人となる。男性の死後、娘

２人は「養子縁組は無効」として提訴した。一審

の東京家裁は有効と認定したが、二審の東京高裁

が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上

告していた。 

最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動

機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上

で、「節税のために養子縁組をする場合であっ

ても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がな

いとき』に当たるとすることはできない」と指

摘。本件の養子縁組について、縁組をする意思

がないことをうかがわせる事情はなく、「男性

に縁組をする意思がないとはいえない」として、

孫との養子縁組は有効と判示した。 

相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が

減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子

縁組をするケースが少なくない。養子は、実子

がいても１人、実子がいなければ２人まで、相

続人に含められる。今回の最高裁判決を受けて、

今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性が

ある。 

 


